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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第67期
第３四半期
累計期間

第67期
第３四半期
会計期間

第66期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 3,956,748 1,378,364 4,805,077

経常利益 (千円) 391,574 130,912 174,627

四半期(当期)純利益 (千円) 183,109 49,357 174,608

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 770,000 770,000

発行済株式総数 (千株) ― 15,400 15,400

純資産額 (千円) ― 4,685,385 5,141,415

総資産額 (千円) ― 8,230,176 9,339,837

１株当たり純資産額 (円) ― 311.78 342.06

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 12.18 3.28 11.62

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 6.00

自己資本比率 (％) ― 56.9 55.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 370,433 ― 523,726

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 164,151 ― △ 44,120

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 296,998 ― △ 573,508

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 524,413 615,197

従業員数 (人) ― 79 80

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、当第３四半期連結累計(会計)期間に係る主要な経営指標等

の推移については記載していない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していない。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。

５　△はキャッシュ・フローにおける支出超過を示している。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はな

い。また、関係会社についても異動はない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、関係会社の異動はない。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人) 79[１]

(注)　従業員数は、就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第３四半期会計期間の平均人員数を外数で記載して

いる。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はない。

　

(2) 受注実績

該当事項はない。

　

(3) 販売実績

当第３四半期会計期間における部門別、取扱品目別売上実績を示すと次のとおりである。

①部門別売上実績
　

部門 区分 売上金額（千円）

ばら貨物 荷役 238,055

海上運送 99,753

保管 野積保管 21,981

倉庫保管 47,170

小計 69,152

その他 123,088

計 530,049

液体貨物 石油類 荷役 49,336

保管 185,838

その他 69,882

小計 305,057

化学品類 荷役 9,706

保管 51,693

その他 994

小計 62,394

計 367,451

物流倉庫 危険物倉庫 荷役 8,797

保管 26,599

その他 495

小計 35,891

低温倉庫 荷役 102,835

保管 81,846

その他 150

小計 184,832

冷蔵倉庫 荷役 28,386

保管 30,371

その他 4,392

小計 63,150

第２低温倉庫 荷役 65,411

保管 95,188

小計 160,600

食材加工施設 保管 20,013

その他 15,407

小計 35,421

計 479,896

その他 保険代理 966

合計 1,378,364
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(注) １　主な相手先別の売上実績及び当該売上実績の総売上実績に対する割合

　

相手先
当第３四半期会計期間

売上高(千円) 割合(％)

㈱アイ・ロジスティクス 164,982 12.0

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
②取扱品目別売上実績

　

部門 取扱品目 売上金額（千円）

ばら貨物 コークス 157,398

石炭 96,707

一般用塩 52,249

イルメナイト 45,860

アルミナ 42,974

ソーダ灰 27,165

工業用塩 25,739

合金鉄 17,091

鉄鉱石 13,270

コンテナー 11,354

その他 40,237

計 530,049

液体貨物 石油類 白油 106,845

重油 62,034

工業用原料油 125,996

アスファルト 10,181

小計 305,057

化学品類 62,394

計 367,451

物流倉庫 危険物倉庫 35,891

低温倉庫 184,832

冷蔵倉庫 63,150

第２低温倉庫 160,600

食材加工施設 35,421

計 479,896

その他 保険代理 966

合計 1,378,364

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものである。また、業績
の状況においては、便宜上、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)に準じて作成した、平成20年３月期第３四半期会計期間の四半期財務諸表(独立監査人の
四半期レビューを受けていない)との比較を記載している。

(1)業績の状況

当第３四半期会計期間のわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に著しい影響を及ぼすとともに
急激な円高が企業収益の減少を一層加速させたことから、拡大基調で推移した景気も一転して後退傾向
が強くなった。
このような情勢のもと、当社はより質の高い物流サービスの提供による既存顧客の維持と顧客ニーズ
への柔軟な対応による新規貨物の誘致のために積極的な営業活動に取り組んだ。
特に原材料を中心とするばら貨物部門が増収となり、当第３四半期会計期間の売上高は、13億７千８百
万円、前年同四半期に比べ１億７千８百万円、14.9％の増収となった。
費用の面では、売上高の増加に伴う荷役関係諸払費や設備修理維持費の増加などにより営業費用は12
億６千２百万円となった。
以上の結果、当第３四半期会計期間の営業利益は１億１千５百万円、経常利益は受取配当金等の収受に
より１億３千万円、四半期純利益については、投資有価証券評価損５千１百万円を特別損失に計上したこ
となどから４千９百万円となった。
　
部門別の営業の概況は、次のとおりである。

　
（ばら貨物部門）
石炭及びコークス等の主要貨物の取扱数量が増加したことにより、荷役業務とこれに関連する海上
運送、保管及びその他業務についても増収となった。
以上により、ばら貨物部門の売上高は５億３千万円となり、前年同四半期に比べ１億３千４百万円、
33.9％の増収となった。
（液体貨物部門）
石油類は増収となったものの、化学品類は需要が減少したことから取扱数量が減少し減収となった。
以上により、液体貨物部門の売上高は３億６千７百万円となり、前年同四半期並みとなった。

（物流倉庫部門）
危険物倉庫は、荷役業務で増収となった。低温倉庫は、顧客の取扱数量の増加により増収となった。一
方、自社で運営する冷蔵倉庫は、貨物構成の変更により保管数量が減少したため減収となった。第２低
温倉庫は、取扱数量の増加により増収となった。食材加工施設については、前年同四半期並みに推移し
た。
以上の結果、物流倉庫部門の売上高は４億７千９百万円となり、前年同四半期に比べ４千３百万円、
10.0％の増収となった。

　

(2)財政状態

当第３四半期会計期間末の総資産合計は82億３千万円となり、第２四半期会計期間末に比べて８億２
千７百万円減少した。これは受取手形及び売掛金などが増加したものの、保有する株式の時価の下落等に
より投資有価証券が減少したことが主な要因である。
負債合計については35億４千４百万円となり、第２四半期会計期間末に比べて３億１千９百万円減少
した。これは長期借入金が新規借入の実施により増加したが、投資有価証券の時価評価に係る繰延税金負
債が減少したことなどによるものである。
純資産合計についても46億８千５百万円となり、第２四半期会計期間末に比べて５億８百万円減少し
た。これはその他有価証券評価差額金の減少等によるものである。
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(3)キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローでは５千３百万円の資金
増加となった。投資活動によるキャッシュ・フローについては１億１千３百万円の資金減少となった。財
務活動によるキャッシュ・フローでは７千５百万円の資金増加となった。以上の結果、当第３四半期会計
期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は５億２千４百万円となり、第２四半期会計期間
末に比べて１千４百万円増加した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第３四半期会計期間における営業活動による資金の増加は５千３百万円となった。これは売上債
権の増加額が１億４千６百万円となったものの、税引前四半期純利益を８千万円、減価償却費を１億３
千４百万円計上したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第３四半期会計期間における投資活動による資金の減少は１億１千３百万円となった。これは有
形固定資産取得のための支出を１億２百万円行ったことなどによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第３四半期会計期間における財務活動による資金の増加は７千５百万円となった。これは長期借
入金及び受入建設協力金の返済を１億２千４百万円行ったが、長期借入により２億円の調達を行った
ことなどによるものである。

　
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期会計期間において当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はな
く、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題もない。
また、前事業年度末において認識していた事業等のリスク及び財務諸表作成における重要な見積りの
判断に大きな影響を及ぼす事項についても変更等はない。

　
(5)研究開発活動
該当事項はない。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。
　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は
ない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,400,00015,400,000
大阪証券取引所
(市場第２部)

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
単元株式数　1,000株

計 15,400,00015,400,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

― 15,400 ― 770,000 ― 365,161

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、埠頭ジャスタック株式会社及びその共同保有者である原　徹氏から、
平成20年12月17日付の大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付があり、平成20年12月11日現在でそれ
ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、株主名簿と相違しており、実質所有株式
数の確認ができない。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりである。

　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

埠頭ジャスタック㈱ 東京都中央区日本橋２丁目３－６ 2,754 17.89

原　　　徹 大阪府豊中市 792 5.15

計 ― 3,547 23.04
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きないため、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載している。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

― 単元株式数　1,000株
369,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

14,965
同上

14,965,000

単元未満株式
普通株式

― １単元(1,000株)未満の株式
66,000

発行済株式総数 15,400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 14,965 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれて

いる。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が990株含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

櫻島埠頭株式会社
大阪市此花区梅町
１－１－11

369,000 ― 369,000 2.39

計 ― 369,000 ― 369,000 2.39

(注)　当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)の自己株式数は、372,050株である。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

　
　１０月

　
　１１月

　
　１２月

最高(円) 210 194 194 205 203 190 185 165 160

最低(円) 183 185 184 181 172 177 150 150 147

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第２部におけるものである。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は子会社を有していないので、四半期連結財務諸表を作成していない。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 524,413 615,197

受取手形及び売掛金 553,052 432,466

有価証券 47,998 84,977

その他 241,435 82,737

貸倒引当金 △9,811 △15,086

流動資産合計 1,357,088 1,200,291

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 3,212,557

※
 3,410,425

構築物（純額） ※
 609,044

※
 681,690

機械及び装置（純額） ※
 595,858

※
 608,008

その他（純額） ※
 116,640

※
 111,481

有形固定資産合計 4,534,101 4,811,606

無形固定資産 228,895 230,538

投資その他の資産

投資有価証券 1,692,669 2,707,068

その他 417,422 390,333

投資その他の資産合計 2,110,091 3,097,401

固定資産合計 6,873,088 8,139,545

資産合計 8,230,176 9,339,837

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 244,288 198,295

1年内返済予定の長期借入金 434,644 423,484

未払法人税等 85,427 37,887

賞与引当金 26,672 50,919

その他 449,026 563,452

流動負債合計 1,240,058 1,274,039

固定負債

長期借入金 1,038,837 1,156,110

受入建設協力金 667,553 712,311

退職給付引当金 26,484 24,650

役員退職慰労引当金 71,726 106,609

環境対策引当金 101,444 109,899

その他 398,687 814,802

固定負債合計 2,304,732 2,924,381

負債合計 3,544,791 4,198,421
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 770,000 770,000

資本剰余金 365,161 365,161

利益剰余金 3,105,209 3,012,285

自己株式 △53,006 △52,530

株主資本合計 4,187,364 4,094,915

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 498,020 1,046,500

評価・換算差額等合計 498,020 1,046,500

純資産合計 4,685,385 5,141,415

負債純資産合計 8,230,176 9,339,837
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 3,956,748

売上原価 3,190,392

売上総利益 766,355

販売費及び一般管理費 ※
 401,441

営業利益 364,913

営業外収益

受取利息 3,564

受取配当金 46,853

受取家賃 6,650

その他 2,884

営業外収益合計 59,952

営業外費用

支払利息 33,185

その他 105

営業外費用合計 33,291

経常利益 391,574

特別利益

受取保険金 12,602

貸倒引当金戻入額 5,185

保険解約返戻金 3,618

その他 47

特別利益合計 21,454

特別損失

投資有価証券評価損 74,753

たな卸資産評価損 6,860

その他 2,603

特別損失合計 84,217

税引前四半期純利益 328,812

法人税、住民税及び事業税 114,616

法人税等調整額 31,086

法人税等合計 145,702

四半期純利益 183,109
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 1,378,364

売上原価 1,122,937

売上総利益 255,426

販売費及び一般管理費 ※
 139,938

営業利益 115,488

営業外収益

受取利息 1,286

受取配当金 21,543

受取家賃 2,369

その他 583

営業外収益合計 25,782

営業外費用

支払利息 10,285

その他 72

営業外費用合計 10,358

経常利益 130,912

特別利益

受取保険金 2,852

特別利益合計 2,852

特別損失

投資有価証券評価損 51,529

その他 1,662

特別損失合計 53,191

税引前四半期純利益 80,572

法人税、住民税及び事業税 25,689

法人税等調整額 5,526

法人税等合計 31,215

四半期純利益 49,357
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 328,812

減価償却費 395,279

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,275

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,834

環境対策引当金の増減額（△は減少） △8,454

受取利息及び受取配当金 △50,417

支払利息 33,185

保険解約損益（△は益） △3,618

投資有価証券評価損益（△は益） 74,753

売上債権の増減額（△は増加） △120,586

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,130

仕入債務の増減額（△は減少） 45,992

未払又は未収消費税等の増減額 △22,527

その他 △200,168

小計 415,809

利息及び配当金の受取額 50,374

利息の支払額 △30,171

法人税等の支払額 △65,577

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 52,000

有形固定資産の取得による支出 △163,421

無形固定資産の取得による支出 △6,790

投資有価証券の取得による支出 △4,707

差入保証金の差入による支出 △52,000

その他 10,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 120,000

短期借入金の返済による支出 △120,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △306,113

社債の償還による支出 △9,000

受入建設協力金の返済による支出 △92,182

自己株式の取得による支出 △475

配当金の支払額 △89,227

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,784

現金及び現金同等物の期首残高 615,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 524,413
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はない。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

会計処理の原則及び手続の変更

(１)貯蔵品の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、従来、先入先出法による原価

法によっていたが、第１四半期会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）が適用されたことに伴い、先入先出法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法）により算定し

ている。

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当

第３四半期累計期間の税引前四半期純利益が

6,860千円減少している。

(２)リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっていたが、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以降開始する事業年度に係る四半

期財務諸表から適用することができることに

なったことに伴って、第１四半期会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、平成20年４月１日以

降開始するリース取引については通常の売買取

引に係る会計処理によることとしている。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用することとしている。

なお、平成20年３月31日以前に契約を締結した所

有権移転外ファイナンス・リース取引について

は引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。

これによる当第３四半期累計期間の営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益への影響はない。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資

産の減価償却費については、事業年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定している。

２　経過勘定項目の算定方法

一部の経過勘定項目について、合理的な算定方法に

よる概算額で計上している。

３　法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の算出にあたり加味する加減算

項目や税額控除項目を、重要なものに限定している。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

該当事項はない。

　

【追加情報】

　

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　有形固定資産の耐用年数の変更

従来、機械及び装置の耐用年数は5～15年としていた

が、法人税法の改正を契機として経済的耐用年数の

見直しを行った結果、第１四半期会計期間より機械

及び装置の耐用年数を5～12年に変更している。

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第３

四半期累計期間の売上原価、販売費及び一般管理費

が3,832千円増加し、営業利益、経常利益、税引前四半

期純利益はそれぞれ同額減少している。

２　保険料等の計上における発生主義の適用

第１四半期会計期間より、四半期報告制度の開始に

伴い、より適正な四半期及び期間損益計算を行うた

め、従来現金主義により計上していた保険料等の費

用について発生主義により計上することとしてい

る。

これにより当第３四半期累計期間の売上原価が

24,844千円減少し、また販売費及び一般管理費が911

千円増加したため、営業利益、経常利益及び税引前四

半期純利益はそれぞれ23,932千円増加している。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※　有形固定資産から控除した減価償却累計額

16,464,618千円

※　有形固定資産から控除した減価償却累計額

16,096,722千円

　

(四半期損益計算書関係)

　

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額

給料手当 124,051千円

賞与引当金繰入額 11,542 〃

役員退職慰労引当金繰入額 15,499 〃

退職給付費用 25,515 〃
 

　

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額

給料手当 41,639千円

賞与引当金繰入額 11,542 〃

役員退職慰労引当金繰入額 4,980 〃

退職給付費用 12,942 〃

貸倒引当金繰入額 2,679 〃
 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 524,413千円

現金及び現金同等物 524,413千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20

年12月31日)

１　発行済株式に関する事項
　

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 15,400,000

　

２　自己株式に関する事項
　

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 372,050

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はない。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 90,185 6.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はない。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はない。

　

(リース取引関係)

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

平成20年３月31日以前に契約を締結した所有権移転外

ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて会計処理を行っているが、リース取

引残高に前事業年度末に比べて著しい変動が認められ

ないため、記載を省略している。
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(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日) 

その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度末に
比べて著しい変動が認められる。

　

取得原価(千円)
四半期貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

　(1)　株式 729,019 1,573,963 844,943

　(2)　その他 9,134 8,270 △ 863

計 738,153 1,582,233 844,080

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。当第３四半期累計期間において有価証券(その他有価証券で

時価のあるもの)について減損処理を行い、投資有価証券評価損74,753千円を計上している。

なお、当社は有価証券の取得原価に対する時価下落率が、四半期会計期間末又は事業年度末において50％以上の

場合及び30％以上50％未満で当該銘柄の時価が回復する見込があると判断できない場合には減損処理を行って

いる。

　

前事業年度末(平成20年３月31日)

その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)

　

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 株式 726,964 2,517,958 1,790,994

超えるもの その他 676 935 259

小計 727,640 2,518,893 1,791,253

貸借対照表計上額が取得原価を 株式 74,519 57,134 △17,385

超えないもの その他 6,158 5,626 △532

小計 80,678 62,760 △17,917

合計 808,318 2,581,654 1,773,335

　

(デリバティブ取引関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用している

ため、記載を省略している。

 

　

(ストック・オプション等関係)

　
当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

該当事項はない。
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(持分法損益等)

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

該当事項はない。

　
当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

該当事項はない。

　

(企業結合等関係)

　
当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

該当事項はない。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
　

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 311円78銭１株当たり純資産額 342円６銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
　

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,685,385 5,141,415

純資産の部から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期会計期間末(事業年度末)の
純資産額(千円)

4,685,385 5,141,415

1株当たり純資産額の算定に用いられた四半期会
計期間末(事業年度末)の普通株式の数(株)

15,027,950 15,030,871
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２　１株当たり四半期純利益
　

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 12円18銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
　

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 183,109

普通株式に係る四半期純利益(千円) 183,109

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,029,978

　
当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 ３円28銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
　

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 49,357

普通株式に係る四半期純利益(千円) 49,357

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,029,495

　

(重要な後発事象)

　
当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

該当事項はない。

　

　
２【その他】

該当事項はない。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

櫻島埠頭株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　山　　田　　　 晃 　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　小　　竹　　伸　　幸　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている櫻島

埠頭株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第67期事業年度の第３四半期会計期間(平成

20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、櫻島埠頭株式会社の平成20年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管している。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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